
八戸市ホームページ広告掲載取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八戸市ホームページ（以下「市ホームページ」という。）に掲載する広告の取扱

いについて必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（広告の種類及び掲載基準） 

第２条 市ホームページに掲載することができる広告は、バナー広告とし、次の各号のいずれにも該

当しないものとする。 

⑴ 公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの 

⑵ 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

⑶ 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

⑷ 政治活動又は宗教活動に関するもの 

⑸ 個人若しくは団体の意見広告又は個人の宣伝に関するもの 

⑹ 児童及び青少年の健全な育成を害するもの 

⑺ 消費者保護の観点からふさわしくないもの 

⑻ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に掲げる

営業に該当するもの 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載する広告として適当でないと市長が認める

もの 

 

（広告掲載の位置等） 

第３条 広告を掲載する位置は、市ホームページのトップページ（第１階層）及び各グループのトッ

プページ（第２階層）のうち市長が指定する場所とする。 

 

（広告の規格等） 

第４条 市ホームページに掲載することができる広告の規格は、次のとおりとする。 

⑴ 大きさ 縦 60 ピクセル、横 150 ピクセル 

⑵ 形 式 画像形式は、GIF（アニメーション可）、JPEG 又は PNG のいずれかの形式とする。ただ

し、アニメーションなどの動きのあるものについては、閲覧者への身体的負担とならないように配

慮されたものに限る。 

⑶ 容 量 10KB 以内 

２ 市ホームページに掲載することができる広告は、次のとおりとする。 

(1) トップページ（第１階層） 10 枠以内 

(2) 各グループトップページ（第２階層） 10 枠以内（全グループのページに同一内容で掲載） 

 

（広告の掲載期間）  

第５条 広告の掲載期間は１月単位とし、連続して掲載することができる期間は最大 12 月とする。た

だし、掲載希望件数が募集枠数に満たない場合に限り、掲載期間を更新することができるものとす

る。 

２ 広告掲載期間中に市の都合により市ホームページに掲載した広告を閲覧することができない時間

が生じたときは、当該閲覧することができない時間に相当する数を 24 で除して得た数（その数が１

に満たないとき、又はその数に１に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数）に相当する

日数を掲載期間に加えるものとする。 

 



 

（広告掲載料の額） 

第６条 広告掲載料の額は、次のとおりとする。 

(1) トップページ（第１階層） 1 枠当たり月額 9,800 円（消費税及び地方消費税を含む） 

(2) 各グループトップページ（第２階層） 1 枠当たり月額 5,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

（募集の方法） 

第７条 広告の掲載を希望する者（以下「掲載希望者」という。）の募集は、募集する広告の枠数、募

集期間等の必要事項を「広報はちのへ」及び市ホームページ等に掲載して行うものとする。ただし、

掲載希望件数が募集枠数に満たないときは、次の順位により、掲載対象者を選定して広告掲載の案

内をすることができる。 

⑴ 公社、公団、公益法人又はこれらに類するもの 

⑵ 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの 

⑶ 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で市内に事業所等を有するもの 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、広告を掲載する者として適当であると市長が認めるもの 

 

（広告掲載の申込み） 

第８条 掲載希望者は、ホームページ広告掲載申込書（別記第１号様式）、掲載しようとする広告の案

及び画像データを市長に提出しなければならない。この場合において、当該画像データの作成経費

は、掲載希望者の負担とする。 

 

（広告掲載の決定等） 

第９条 市長は、前条の申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに広告掲載の可否を決定

し、書面により掲載希望者にその結果を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定するに当たっては、広告の案の内容及びリンク

先について、第２条の掲載基準その他この要綱の規定に適合していることを確認するものとする。

この場合において、疑義が生じたときは、市長は、八戸市有料広告審査委員会に審査を要求するこ

とができる。 

３ 前条の規定による掲載希望件数が募集枠数を超えたときは、期間が長いものを優先するものとし、

期間が同じものが複数あるときは、次の順位により決定するものとする。 

(1) 八戸市広告パートナーに登録しているもの 

(2) 市内に事業所等を有するもの 

４ 前項の順位によっても決定しない場合は、抽選により決定するものとする。 

 

（広告掲載料の納付） 

第 10 条 前条第１項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた者（以下「広告主」という。）は、

広告掲載料を掲載開始日の５日前（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に

規定する休日（以下「休日」という。）、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその

日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日）までに一括納付しなければならない。ただし、市

長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 

（広告掲載料の還付） 

第 11 条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により

広告を掲載することができなくなったとき（第５条第２項に規定する場合を除く。）は、当該掲載す

ることができない期間に応じ、既納の広告掲載料を還付するものとする。 

 

 



 

（広告の掲載） 

第 12 条 市長は、第 10 条の規定により広告掲載料が納付された場合に限り、指定した広告枠に広告

を掲載するものとする。 

 

（広告主の責任） 

第 13 条 広告の内容に関する一切の責任は、当該広告主が負うものとする。 

 

（広告等の変更） 

第 14 条 広告主は、１月を単位として広告の内容又はリンク先を変更することができる。 

２ 広告主は、前項の規定により広告の内容又はリンク先を変更しようとするときは、変更しようと

する日の 10 日前までに、ホームページ広告掲載変更申込書（別記第２号様式）及び画像データを市

長に提出し、その承認を得なければならない。 

３ 第９条第２項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第２項中「広告掲載の

可否を決定するに当たっては」とあるのは、「掲載する広告の内容及びリンク先の変更を承認するに

当たっては」と読み替えるものとする。 

 

（広告掲載の取下げ） 

第 15 条 広告主は、自己の都合により、市ホームページへの広告掲載を取り下げることができるもの

とする。 

２ 広告主は、前項の規定により広告掲載の取下げをしようとするときは、書面により市長に申し出

なければならない。 

 

（広告掲載の取消し） 

第 16 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中においても当該広告の掲載

を取り消すことができる。 

⑴ 広告主が広告掲載料を期日までに納入しなかったとき。 

⑵ 前号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。 

 

（その他） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 18 年１月 20 日から実施する。 

この要綱は、平成 21 年 9 月 2日から実施する。 



第１号様式（第８条関係） 

ホームページ広告掲載申込書 

  年  月  日 

（あて先）八 戸 市 長 

 

下記のとおり、八戸市ホームページへのバナー広告の掲載を申し込みます。 

１ 申込者 

住 所 

（所在地） 

〒 

 

電話           FAX 

名称  

代表者名 ㊞ 

電話 
担当者名  連絡先

E-Mail 

２ 掲載希望期間 

     年  月～  年  月（  か月間） 

３ 掲載希望位置 （希望するページに ○印を付けて下さい） 

 1. トップページ (http://www.city.hachinohe.aomori.jp/) 

 2. 各グループトップページ (http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/8,html など全 6 ページ) 

４ 掲載希望内容 

広告案（縦 60 ピクセル×横 150 ピクセルの見本を貼付してください。） 

 

 データ形式（ GIF JPEG PNG ）  データ量（  KB）※小数点以下切捨て・最大 10KB 

 アニメーション（ あり  なし ）※色の変化等も含む。 

５ バナーのリンク先アドレス 

 

 

※申込み時にバナー広告案を次のアドレスに送信してください。koho_web@city.hachinohe.aomori.jp 



第２号様式（第 14 条関係） 

ホームページ広告掲載変更申込書 

  年  月  日 

（あて先）八 戸 市 長 

 

下記のとおり、八戸市ホームページへのバナー広告の掲載の変更を申し込みます。 

１ 申込者 

住 所 

（所在地） 

〒 

 

電話           FAX 

会社名  

代表者名 ㊞ 

電話 

担当者名  連絡先

E-Mail 

  広告掲載位置（該当するものに○をつけてください） 

・ 第１階層（トップページ） ・ 第２階層（各グループトップページ） 

２ 変更内容（該当するものに○をつけてください） 

・ デザインの変更（縦 60 ピクセル×横 150 ピクセルの見本を貼付してください。） 

 

 

 

・ リンク先の変更（アドレス                           ） 

 

３ 変更希望時期 

     年  月  日 

 

※この申込書は、変更希望日の 10 日前までに提出してください。 

 


